
令和８年６月１日 

保護者の皆様  

 

岡崎市立六ツ美中部小学校 

校  長   川原場 仁 子  

 

 

「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」「危険警報」 

「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」 

発表時における児童の登下校について 

 

気象庁の新しい防災気象情報の運用に際し、見出しの警報等の発表時の本校の対応を変

更します。主に「特別警報」（レベル５）「危険警報」(レベル４)について付け加えまし

た。○○○○で示しています。御確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「暴風警報」「暴風雪警報」 

発表時の児童の登下校について 

 

１ 児童の登校前に、名古屋地方気象台から岡崎市に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表

されている場合 

 

（１）午前６時までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行います。 

 

(２）午前６時過ぎから午前８時までに警報が解除された場合は、午後１時 

から授業を始めます。 

＜（１）・（２）の場合においても、道路の冠水、河川の増水、積雪等により、登校が危険な

ときは、登校しなくてよいです。＞ 

 

（３）午前８時以降警報が継続されている場合は、その日の授業は行いません。 

※（２）（３）は六ツ美中学校学区（六ツ美中部小、六ツ美南部小、六ツ美中学校の３校）独自

の規定です。 

 

２ 児童の登校後に、岡崎市に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表された場合 

 

（１）全児童を安全に帰宅させることができると認めた場合は、授業を中止してすぐ

に下校させます。 

 

（２）通学路が危険と認められるときや下校が困難な場合、戸外の通行が危険と判断

した場合は、校内の最も安全な場所に集め、危険がなくなるまで学校に残しま

す。その場合、保護者の皆様にお迎えをお願いすることがあります。 

 

＊休日の午前中に「暴風警報」「暴風雪警報」が発表された場合は、その日の部活動

はすべて中止します。 

 

警報発表時登下校１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                          御家庭で掲示してください。 

 

 
「特別警報(レベル５)」「危険警報(レベル４)」 
(暴風・暴風雪・大雨・河川氾濫・土砂災害) 

発表時の児童の登下校について 
 

ただちに「命を守る行動」を最優先します 
 

１ 児童の登校前に、岡崎市に「特別警報」「危険警報」が発表されている場合 

 

（１）児童を登校させません。 

 

（２）特別警報・危険警報解除後も、災害の状況及び気象・通学路の状況等の情報

収集に努め、児童が安全に登校できると判断できるまで、登校させません。 

 

 

２ 児童の登校後に、岡崎市に「特別警報」「危険警報」が発表された場合 

 

（１）ただちに授業を中止し、災害の状況や気象・通学路の状況等に係る情報収集

に努め、児童の生命及び安全を確保する最善の対応（学校留め置き、校外の避

難場所への移動、保護者への引き渡し等）を迅速に行います。 

 

（２）下校が困難な場合や、戸外の通行が危険と判断した場合は、児童を最も安全な

場所に集め、危険がなくなるまで学校に残します。その場合、特別警報解除後

も、災害の状況及び気象・通学路の状況等に係る情報収集に努め、児童が安全

に下校できると判断できるまでは下校させません。 

＊「暴風警報」「暴風雪警報」及び「特別警報」「危険警報」以外の警報や注意報の発表

は、学校から特に連絡のない限り登校させてください。 

なお、河川の増水や道路状況が悪く、登校に危険が伴う場合には登校する必要はあり

ません。 

(例 レベル３大雨警報) 

 

＊緊急時には、町内放送・学校情報メール等でも連絡しますので、学校への問い合わせ

はできるだけ御遠慮ください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆大雨等で運動場で児童を引き渡すことができない場

合は、次ページのように引き渡しを行います。 

御確認ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたとき 

１ 事前に情報がない状態で地震が発生した場合 

〇児童の在宅時に震度５弱以上の地震が発生した場合、学校は臨時休校となります。 

 

２ 南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合 

〇原則として通常通り登校します。 

〇校外活動については、発表後に出発する場合は、一時見合わせます。校外で活動中の
場合は、いつでも学校に戻ることができるように準備をします。 

 

３ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合 

〇原則として通常通り登校します。 

〇校外活動については、発表後に出発する場合は、一時見合わせとします。校外での活
動中は、いつでも学校に戻ることができるように準備をします。 

  

４ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合 

〇児童の安全確保に努めながら、原則として通常の授業や行事を行います。授業終了後
は速やかに下校させます。 

〇校外活動については、発表後に出発する場合は、延期または中止とします。校外での
活動中は速やかに学校に戻ります。 

〇部活動は実施しません。 

〇総合的に判断して、臨時休校とする場合もあります。 

 

５ 南海トラフ地震情報（調査終了）が発表された場合 

〇通常通り登校します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


